
議事 冠基金の設定について 
 

○ 冠寄附（冠基金）とは 

 

 

 

 

 

 
 

 

 一定金額以上の寄附を行った場合、寄附者は当該寄附に基づく助成事業の名称に希望する名称を

用いることができます。（第 3 回運営委員会により、100 万円以上の寄附を対象としている。） 

 

寄附の詳細 

寄附者  ：東京エレクトロン九州 株式会社 

  寄附金額 ：1,000,000円 

  申出年月日：平成２９年３月１日 

  寄附年月日：平成２９年４月４日 

 

 冠基金の設定 

  名称：『東京エレクトロン九州・マッチングギフト』 

（冠基金のネーミング審査基準について） 第 3回運営委員会 

 基本的には寄附者の意向を尊重することとし、次の項目の該当の有無について審議する。 

   ア 公序良俗に反するもの又はその恐れがあるもの 

   イ 政治性、宗教性のあるものや反社会的勢力を連想させるものなど 

  ※参考資料①「熊本市広告事業実施要綱及び掲載基準」を参照 
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